
ご注意

-　｢個人番号｣の欄には､特別徴収税額通知書に記載され近個人番号を記入してくださいo2　転勤､再就職等により異動後の勤務先で引き続き特別徴収を行う場合には､前勤務先で上段の事項を記入し､新勤耗先に

回付願います｡新勤務先では､下段(転勤等による特別徴収届出書)　の事柄を記入し､また､徴収台帳への記入等必要の手続きを済ませたうえで､一月一日現在の住所地(謀税地)　の而町村長に送付してください｡

3一月一日からE]月三〇日までの間に退職した者に末徴収税額がある場合は､一括徴収することが義務づけられています｡4･※印の欄は､届出者にあいて記入する必要はありません｡

慧与男,f覧報芸にかかる給与所得者異動届出書

◎異動があった場合は､すみやフ釧こ提出してください｡

※ 処理 事項 ��靈ｹD�7�"��iD�7�2驅ﾉD�7��

平成年月日 市区町村長殿 刪ｿ 与慧 徴 支収 義 弘務 勇 者 傀ｨﾝﾙ&��郵便番号 劔劔<�¥ｩ*X�ｶ�k��(轌.窺Hﾘb�劔 
個人番号 劔��

名称 ��
連絡者の係 及び氏名並 びにその 電話番号 剏W ��

氏名 ��

代表者の 職氏名印 ���

電話 儁B�

給与所得者 劔(ア) 特別徴収税頼 (年税観) �*X�ﾜ���(イ) 宙4R��j)*X��YW��ベ6r�42��真勤 ���:�,ﾂ��ｩ:靜8,ﾉj)*X��剔ﾞ職時までの 剩�l 

フリガナ ��

氏名 宙ｸﾉ�鋳�劔�*X�ﾜ�｢�僖霾�?｢�事由 剄ﾙ縫の徴収 劍ｸｹu韈瓜Xｧ｢�

旧住所 茶�ﾈ��?ｨﾋｸﾝﾘ,ﾈ��ﾙTｸ+斡ﾉ?ﾈ��*(-ﾈ+v"��剪�月分 から 月分 まで ���円 ��ﾈ�ﾂ�1.退職 2.転勤 3.休職 4.長欠 5.死亡 6.会社解散 7.住所誤報 8. �1.特別徴収継続 2.-括徴収 3.着通徴収 劍冷�ﾕH���橙�]ｸﾊ����冷��ｨｨy*X�+R�+ﾙ�Xｧｨ,ﾚB�ﾈ饂ｨ,YEｲ�?ﾈ+X-ﾈ+r��以�?ｩEｹ?ﾂ��

現住所 宙ｸｹu�,ﾈ迚ZX/��8*�,�*ﾘ,�,�+ﾘﾎ8,ﾈ����

本籍地 宙ﾋｸ��W9k�,ﾈ�ｨﾘx,ﾙgｸｦ�&竰�

◎給与の支払を受けなくなった後の月割嶺(末徴収税額)について一括徴収する場合等は､次の欄に記載してくださいo

一括徴収の理由 册ﾉ:竟(�2�給与又は退 職手当等の �ｨｨy*X�uﾉ.逢｢��2�月割額 �1月1日以降の退職者等については 退職後の仝税額を一一一括徴収すること が義務づけられています○ 

1.異動が平成年12月3l日までで.申出があっ ��冰ﾉ.�?ｨ+(,b�合計 �6月分 度ﾈ饂｢�

たため(月日申出) 2.兵軌が平成年1月lEl以降で特別徴収の継 続希望がないため 剋x払予定月日 �,ﾉ*X�uﾉ.逢｢�(上記(ウ)と同額) ����ｾb�2�ｴﾂ�?ﾂ�

● ● ���冷�円 刮~ ���

一括徴収できない理由 

(○を付して下さい) 
1.5月31日までに支払われる給与若し<は週践手当等がないため 又は未徴収税細より少ないため 2.その他理由() 凵� ���倚"�

転勤等によ　る特別徴収届出書(左欄外の注意書きを参照してください｡)

月害臓円 月分から徴収し 納入するo 刹� 与箭 支笠 私意 著書 傀ｨﾝﾙ&��郵便番号蔓 l �<�¥ｩ*X�ｶ�k��"�轌.窺Hﾘb���
フリガナ ��連絡者の係 及び氏名並 びにその 電話番号 佛r� 

名称 ��
氏名 ��

代表者の 職氏名印 �2�
電話 窒儁B�

給与支払方法 及びその期間 ��振込を希望する 金融機関の所在 地及び名称 � 佝�ﾙ�9D8�"���kﾂ���


